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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和４年度第３回所沢市情報公開・個人情報保護審議会 

開  催  日  時 
令和５年１月３１日（火） 

午後１時１０分 から 午後３時１５分まで 

開  催  場  所 所沢市役所 ３階 第５委員会室 

出席者の氏名 
千草孝雄（会長）、小澤峰子、長田悦子、田口義明、 

藤本浩志、松本守 

欠席者の氏名 近藤宏一（職務代理）、今井正志 

説明者の職・氏名 

市民課長 細田 和彦       市民課主幹 阿部 美和子 

市民課主査 安齊 祐美     市民課主査 谷野 甲児 

市民課主査 芦川 博美     市民課主査 佐藤 篤 

市民課主任 山本 浩平     市民課主任 前川 祥子 

議    題 

(１）社会保障・税番号制度における特定個人情報保護評価にかかる全項

目評価書の第三者点検について（諮問第９３号） 

(２）報告事項 

  ・個人情報保護制度の見直しについて 

  ・公文書公開請求に対する存否応答拒否事案の発生について 

  ・個人情報取扱事務届出書等の届出状況 

(３）その他 

  ・次回の審議会の日程について 

会 議 資 料 

資料№１   諮問書及び添付資料（諮問第９３号） 

資料№２－１   個人情報保護制度の見直しについて 

資料№２－２ 公文書公開請求に対する存否応答拒否事案の発生につい

て 

資料№２－３   個人情報取扱事務届出書等の届出状況 

担 当 部 課 名 

市民部市民相談担当参事           高橋国弘 

市民部市民相談課市政情報センター所長 田中栄治 

市民部市民相談課市政情報センター主事 木野田愛理 

                   電 話  ０４（２９９８）９２０６ 



- 2 - 

 

様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

高 橋 参 事 ・会議の開会を宣言 

・委員８名のうち過半数である６名が出席していることから、会議が成立してい

ることを確認 

千 草 会 長 （挨拶） 

高 橋 参 事 ・事務局職員を紹介 

議 長 （これより、審議会条例第７条第１項に基づき、千草会長が進行する。） 

・配布資料の確認（事務局が資料の確認を行った。） 

・傍聴者の確認（傍聴者なし。） 

 

 議事（１） 社会保障・税番号制度における特定個人情報保護評価にかかる全項

目評価書の第三者点検について（諮問第９３号） 

議 長 では、本日の議事に入ります。審議内容について事務局から説明してくだ

さい。 

田 中 所 長 今回の諮問は、マイナンバー制度における特定個人情報保護評価書の第

三者点検にかかるものです。 

国の特定個人情報保護評価に関する規則第７条では、地方公共団体がマ

イナンバー保護評価の全項目評価書を作成したときは、個人情報保護審議

会の点検を受けることとなっております。 

住民基本台帳に関する事務につきましては、平成２７年にマイナンバー制

度の導入に伴う最初の評価を、平成２８年に住民票等のコンビニ交付システム

の導入に伴う２度目の評価を、令和３年７月に２度目の公表から５年を経過す

ることによる３度目の評価を実施し、それぞれ点検を受けております。 

今回は、新たに住民異動受付支援システムを導入することに伴い評価書の

修正を行った部分があり、その部分について第三者点検を行うものです。 

評価書をご審議いただく際のポイントとしましては、諮問書別紙の概要シー

トの左側に記載しておりますが、どのような制度なのか、どのような情報を取扱

うのか、そして情報の連携、委託、リスク対策がどのように行われるかということ

になるかと思います。 

議 長 審議すべき事項の概要については、事務局の説明のとおりです。それで

は、実施機関の職員を入室させてください。 

市民課職員 （入室、挨拶及び自己紹介） 

議 長  この度の案件は、社会保障・税番号制度における特定個人情報保護評価に

かかる全項目評価書の第三者点検を行うものです。 

それでは、実施機関は評価書の説明をお願いします。 
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細 田 課 長 ⑴ 「住民基本台帳に関する事務における特定個人情報保護評価」の経緯

について 

市民課では、平成２５年５月３１日に公布された「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（いわゆる「マイナンバー

法」）に基づく個人番号制度導入に伴い、市民課が所管するところの住民基

本台帳事務において、個人番号を保有することになるため、特定個人情報保

護評価を平成２６年に行いました。 

事前にお配りしました「しきい値判断」と記載されている資料により、本市の

人口が３４万人を超えることから全項目評価となり、「全項目評価実施フロー」

と書かれている資料に則り、パブリックコメントを経て、平成２７年２月１７日に当

審議会において第三者点検のご審議をお願いし、「問題なし」との答申をいた

だきましたことから、内閣府個人情報保護委員会に提出いたしました。 

特定個人情報保護評価につきましては、１回目の評価を行いますと重要な

変更があった場合や事故が発生した場合を除き年１回の修正報告を行い、再

評価を５年後に行うこととなっておりますが、平成２８年に住民票や印鑑登録

証明書などをコンビニ等で取得できるコンビニ交付システムの導入により重要

な変更による２回目の再実施を、令和３年には、公表から５年経過による、３回

目の再実施を行っております。そしてこの度、後ほどご説明いたします、「書か

ない窓口」導入により、重要な変更による４回目の再実施を行うものです。 

事前にお配りいたしました評価書素案でございますが、令和４年１１月頃か

ら見直し、追加修正を行い、同年１２月１日から１２月３１日までの期間で、パブ

リックコメントを行いました。なお、意見の提出が１名から２件あり、当該意見に

ついては、本案に対するものではありませんでしたが、貴重なご意見として今

後の事務の参考にさせていただきました。 

⑵ 制度・事業及び特定個人情報ファイルの概要について 

住民基本台帳に関する事務とは、概要シートの２段落目にあります特定個

人情報ファイルを取り扱い、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成した住

民基本台帳の作成や、転入、転居、転出、世帯変更等の届出又は職権に基

づく住民票の記載、消除又は記載の修正などを行っております。 

⑶ 事務の変更の概要について 

この度、市民課において、本年３月１日予定で、いわゆる「書かない窓口」

が始動する予定です。資料の「主な変更内容」と記載された図にありますよう

に、転入・転出をはじめとする各種住民異動の届出及び異動に伴い必要とな

る庁内の各種手続について、従来１つ１つ市民の方に書いていただいた申請

書等を届出人が持参した書類や市が保有する情報を活用することで、届出書

や申請書類をシステム上で作成できるようになります。簡単に申し上げます

と、市民の方がお持ちいただいた書類などをスキャンで読み取り、その中から

住所、氏名、生年月日などを必要とする届出書や申請書について、システム

上で印字しまして、作成できるようにするものでございます。この「書かない窓

口」始動に伴い、住民異動受付支援システムという新しいシステムを追加する
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必要があります。 

⑷ 委託の概要について 

当該新システムについては、保守・運用支援を「富士フイルムシステムサー

ビス株式会社 公共事業本部 首都圏支店」に委託し、マイナンバーを含む

転出情報等を当該委託先のクラウドサーバーで保管することとなります。 

⑸ 主なリスク対策について 

まず、物理的対策として、市においては、届出書や申請書等は鍵付きの倉

庫に保管されています。委託先においては、届出書や申請書等に係る電子

データの保管は、生体認証により入室が制限され、また、監視カメラが設置さ

れているサーバー室で保管されています。 

次に、人的対策といたしましては、市においては情報セキュリティ研修が毎

年実施されております。委託先においては特定個人情報の取扱いに関し、従

事者１人１人に誓約書の提出を義務付けています。 

次に、技術的対策といたしましては、市においては、システムを使用するパ

ソコンへのログイン時に、パスワードと生体認証によるアクセス制限や職員・従

事者毎に業務に必要なアクセス権限を付与し、利用可能な機能を制限してお

ります。また、職員・従事者毎の操作の記録が残ることによって、不正利用を

抑止しております。委託先においては、使用した情報が端末に残らない仕組

みとなっているため、個人情報の不正持ち出しや端末の盗難等による情報漏

えいリスクを低減しています。 

⑹ 評価書の変更履歴について 

前回公表時からの変更点は、評価書素案（別添３）変更箇所の７４ページ以

降に記載があります変更日が未記入のものとなります。主な内容といたしまし

ては、特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム「住民

異動受付支援システム」が追加されたこと、特定個人情報ファイルの取扱いの

委託先が増えたこと、また、それらに伴うリスク対策の記載などが挙げられま

す。 

⑺ その他 

個人番号制度の導入以降、本市の住民基本台帳事務においては、重大な

事故等は発生しておりません。これは、評価書に基づいたリスク対策が十分に

行われているためであると考えております。 

今後も、本評価書に基づきリスク対策を行い、住民基本台帳事務の適正な

執行を心掛けて参ります。 

以上で、概要の説明を終わります。 

議 長 ただいまの説明に関して、委員の皆様から質問等はありますか。 

田 口 委 員  ２点ほど質問をさせていただきます。 

 ⑴ 「住民異動受付支援システム」について 

 ご説明にありましたように、今回の全項目評価書は、住民基本台帳事務にお

いて、新しく「住民異動受付支援システム」を導入することに伴い実施するとい

うことで、この新しいシステムのイメージをよく掴んでおく必要があると思いま
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す。先ほどのご説明で、おおよそ輪郭はつかめてくるのですが、システムの具

体的な姿が今ひとつはっきりしないという感じがします。 

「書かない窓口」ということで、資料によれば、「持参した書類」を窓口に提出

するだけでよいということですが、この「持参した書類」とは、どのようなものでし

ょうか。その書類については、届出人は、何か作成したり記入したりする必要

はないのでしょうか。また、その書類を提出すると、どのような届出が不要とな

るのでしょうか。 

以上のような点について、転入なり転出の例で少し具体的にご説明いただ

けないでしょうか。 

⑵ 当市及び委託先におけるリスク対策について 

概要シートの主なリスク対策の欄についてですが、委託先における物理的

対策としては、電子データは、サーバー室で厳格に保管されて、監視カメラも

設置されているということですが、そのサーバー室というのは、市役所庁舎内

にあるのでしょうか。仮に庁舎内にあるとした場合は、昨年兵庫県の尼崎市で

あったように、委託先等の従事者、あるいは市役所の職員が不正にデータを

複製して外部に持ち出すようなことは、どのようにして防止されるのでしょうか。 

また、「人的対策」、「技術的対策」もあり、誓約書の提出や、使用端末にデ

ータが残らない仕組みであることが記載されていますが、そうした対策によっ

て、データが人為的に外部に持ち出されるといったような事態は、有効に防止

されるのでしょうか。 

山 本 主 任  改めて住民異動受付支援システムの概要を説明いたしますと、市民が転

入・転出・転居等の各種住所異動を届出する際、システムが有する帳票のス

キャン機能を用いて、住民情報を届出書に印字し、届出者が記入をする手間

を削減することを目的としたシステムになっております。 

スキャンの際に使用する帳票は、住所異動の事由によって異なり、転入に

おいては、届出者が転出元から交付された「転出証明書」が、転出・転居にお

いては、所沢市に登録されている住民情報が記載された事務専用の住民票

を内部で出力して、スキャンするという形になっております。このため、ご質問

の「持参した書類」は、転入の際の「転出証明書」が該当します。 

書類を届出人が作成・記入する必要があるかについては、転入時の「転出

証明書」については、転出元の市町村が作成し、届出人に交付するものです

ので、届出人が作成等をすることはなく、転出・転居時についても、市側が管

理する情報を用いますので、この場合も届出人による書類作成等は不要で

す。 

続きまして、このシステムによって届出において何が不要になるかと言いま

すと、住所異動届の届出自体が不要になることはありませんが、来庁の際に
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届出書に記入する必要がありまして、スキャンする帳票に記載のある情報につ

いては、届出書に印字を前もって行い、届出人が改めて届出書に記入をする

必要が無くなります。加えて、住所異動に付随して国民健康保険や児童手当

等の各種手続が必要な場合で、従来関係する課に赴いた際には、改めて手

続に係る書類を記入する必要がありましたが、当該システムは、異動で手続が

必要な課とスキャンした情報を共有し、住民異動届と同じく、スキャンした情報

を用いての手続用の書類の作成が可能となるため、手続ごとに書類を記入す

る必要も無くなります。 

田 口 委 員  まず、転入するときは、今まで住んでいた住所の市役所で転出証明書をもら

って、それを持ってきてこちらの窓口に提出する。所沢市から転出するときは、

「転出します」と申し出ればよいということでしょうか。 

山 本 主 任  まず、転出をする旨を申し出ていただきます。今までは一から届出者の住民

情報を届出書に書いていただいていましたが、このシステムを導入することに

よって、転出する場合は所沢市にお住まいの方ですので、元々市側で届出

者の住民情報を保有していることになります。その転出の届出書を作成する

際には市側の情報をスキャンして、前もって印字したものをご用意して、届出

者の方には内容を確認していただき、どこに転出されるかといった情報は届

出者にお書きいただきますが、最低限の住民情報についてはあらかじめ印字

した状態でお見せして、それをもって届出書といたします。 

田 口 委 員 そうしますと、転入してくる場合には、今まで住んでいた住所の市役所で転

出証明書をもらって、所沢市役所の窓口に来て、「今度所沢市に引っ越してく

るのですけれど」と言う必要があるとのことですが、逆に所沢市から引っ越しを

するときには「引っ越しをするのですけれど」と言って、どこに転居するかなど

は口頭で言えばいいのでしょうか。 

山 本 主 任 それをお書きいただく書類は別にご用意しております。スキャンで読み取れ

ないような情報に関しては、別途記入していただきますが、記入していただい

た情報とスキャンした情報を合わせまして届出書とさせていただきます。 

田 口 委 員 届出書という書式に書く必要はないけれども、情報は持ってくるなり、伝える

なりしないといけないということでしょうか。 

山 本 主 任 はい、その通りです。 

田 口 委 員 1枚の届出書を書く手間が省けるということでしょうか。 

例えば転入であればそれに連動して、国民健康保険の加入や、介護保険

の手続、学校関係の手続など連動する様々な手続がありますよね。それは全

て市役所の中で済ませてくれるということになるのでしょうか。それとも国民健

康保険課などに行ってそれぞれの手続を行うということは、やはり必要なので

しょうか。 
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山 本 主 任 今後も届出者は関係課に赴いていただく必要があります。 

市民課だけでなく、他の課の手続が必要であればそちらに出向いていただ

く必要はありますが、今までですと、赴いていただいたときに、最初に市民課

で名前や住所、生年月日を書いていただいているにも関わらず、他の課でも

う一度お書きいただくという流れでしたが、今後はこのシステムで基本情報に

ついては連動しまして、他の課で記入が必要な書類に基本情報を印字した状

態で、届出者に確認していただきます。届出者は書類を確認していただくだ

けになりますので、手間はかなり削減されるものと考えております。 

長 田 委 員 質問ですが、仮に新座市から所沢市に転入するときに、今までのシステム

はよくわかっているのですが、届出者は本人かという確認はすごく重要になっ

てきますよね。 

それは、どういう風な形で行っていくのでしょうか。 

山 本 主 任 今までも窓口で本人確認書類を提示していただいているのですが、やはり

それと同様に本人確認書類を提示していただいて、本人確認をさせていただ

いた上で住民情報との突合なども窓口でさせていただいた上で、同一性を図

って行きたいと考えております。 

長 田 委 員 前の住所に住んでいたときに、マイナンバーカードを持っている場合は、転

出する際にマイナンバーカードを返してしまうのですよね。 

山 本 主 任 マイナンバーカードにつきましては、返却せずそのままお使いいただけま

す。 

長 田 委 員 転入先でも継続して使用することができるのですね。現在マイナンバーカ

ードに入力されている情報は、全て統一されているのでしょうか。 

他市や他県に転入したときにそのまま使えるということは、確認になるので１

つのチェックになりますが、情報は均一で同じものでなくてはまずいではない

でしょうか。 

今はまだなっていないですよね。 

山 本 主 任 マイナンバーカードに記載する情報ということでしたら、マイナンバーカード

に記載する表面の規格は全て同じものです。 

田 口 委 員 マイナンバーカードの表面に住所が書いてありますよね。転入してくる人

は、例えば狭山市の何とかと書いてあるので、今度所沢市に転入する場合

は、マイナンバーカードの住所を変更しなければいけないですよね。 

それは、新しいカードが発行されるのでしょうか。 

山 本 主 任 既にお持ちでいらっしゃるマイナンバーカードの表面の欄のところに新しい

住所を印字させていただきます。 

田 口 委 員 マイナンバーカードの表面の空欄に記入するということですか。 

山 本 主 任 表面に記載する欄として４行ほど枠があり、そこに印字をいたします。前の
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住所が削除するということではなく、住所が印字されているものの下に空欄が

４行ほどあり、その空欄のところに印字をします。 

長 田 委 員 前の住所も残っているということですね。 

山 本 主 任 はい。その通りです。 

阿 部 主 幹 運転免許証も同じような形になっているかと思いますが、記載欄のところに

新しいところが印字されてそちらに移ったっていうのが分かる形なので、前の

ものが消えるものではございません。 

田 口 委 員 おおよそ分かりました。その都度、届出書に記入する必要はなくなるが、そ

れぞれの窓口に行って手続はしなければいけない。そうすると、個人情報とい

う観点で言えば、個人の基本的な情報が市役所の中では全て共用化されると

いうことになるのでしょうか。今までは市民課で独立して管理していたものが、

例えば国民健康保険課にも繋がるし、介護の関係にも繋がるし、全部システ

ムの中で一本化されるということでしょうか。 

藤 本 委 員 この審議会でさせていただくモチベーションの大きな一つですけれども、議

論を少し整理するとしたら、いわゆるＤＸ化の流れの中で、市庁舎の中で、部

局を超えて個人情報を共有されるような、まさに今おっしゃっていただいた、

住民票をもって、転入届を出したら、あらゆる関連する部局に回らなくてよくな

るというのは、別途デジタル戦略課等々で、ご検討いただくことなのかなと思っ

ております。ぜひまたそういう動きがありましたら、個人情報の扱いということで

こちらの審議会とも関連はしてくるのかなと思いますので、「こんなこと考えて

います。」、「所沢市としては先進的なアイディアがあります。」など、あるいは

国からのいろんな制約があって、これ以上はできませんということも含めて、ま

たお話を聞かせていただければ、議論やアイディアで貢献できるかなというふ

うなことを感じていました。 

一市民としては、今も田口委員がおっしゃったように、同じ情報を、いろいろ

な窓口で行うというのは、今このご時世でどんどんなくなってもらった方がミスも

減るでしょうし、申請する側も受ける側もハッピーだろうと思いますので、ぜひ

それはそれで、検討いただきたいなと思いました。 

長 田 委 員 それは、いろいろな課が同じ情報を共有するということですよね。しかし、ど

の課においても共有できない情報もあると思います。 

実際市の職員とのお話の中で「そんな情報も知っているのか。」とドキッとす

ることがあります。つまり、情報はもう既に共有化されていて、当該個人は知ら

ないということもあるのではないか。私は、情報に縛りをかけてほしいです。 

藤 本 委 員 今のご意見に対してですが、それは運用上であらゆる課の担当外の者が情

報を知っているというのは、それは制度としてちゃんとブロックしてもらわなけ

ればいけないと思いますが、あくまでも一般論として、同じことをいろんな課の
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窓口で書くのは無駄だなという点に関して、私自身は賛同したいなと思ってお

りますので、今ご指摘の点ももちろん含めて、運用上のいろんな制度をご検討

いただければありがたいです。事実上はできるのに、大事なことですが個人情

報の保護っていう観点で、踏み出せないでいるというのもそれもまたその通り

だと思いますので、その部分がうまくいい塩梅でできないかというのは常々感

じているところではあります。 

長 田 委 員 私は本来、転出・転入をわざわざ転出先と転入先でそれぞれ手続を行うの

ではなく、もう転入先で全てできるのがいいなと思っております。最初から転入

先からの手続だけの一本化できないのかなと手続を行っているときは思いま

す。しかし、やはり転出先でこっちの手続をして、転出先でこっちの手続をす

るから、間違いがないのではないかという気もします。最終的には、転入先だ

けの手続になってしまうのだろうと思っております。マイナンバーカードを持っ

ていけば手続が済んでしまうわけなので、ちょっと危険性も感じます。 

田 口 委 員 今のご意見について、私も分かる気がします。従来であればセクションごと

に分立していた情報が、共有化されるということですから、住民にとっては利

便性が非常に高まります。高まる一方で共有の範囲が広がるわけですから、

漏えいや目的外に使われるというリスク対策はより一層きちんとしないといけな

くなると思います。このようなシステムを作って運用していくのは、おそらく市民

サービスという観点では、もう不可避かと思いますが、同時にそうであるなら

ば、リスク対策をきちんとしていかなければいけませんので、この資料で言え

ば、この新システム導入に伴うリスク対策が十分かどうかという議論になるので

はないかと思います。その点で先ほど質問した第２点目をご説明いただいた

上で、議論させていただければと思います。  

千 草 会 長 近い将来マイナンバーカードと健康保険等の関係の制度変更が考えられてい

ますが、そのことについて、現時点においてで結構ですので、何かお考えや決ま

っていることがありますでしょうか。 

山 本 主 任 住所異動のことについて申し上げますと、先ほど少しお話に上がっていたと思

いますが、マイナンバーカードを使って、転出はオンラインでき、転入地に行くだ

けで済んでしまう、いわゆる「引越しワンストップサービス」というものが今年の２月

６日から、国の施策で始まることになっております。マイナンバーカードお持ちで、

マイナポータルを利用していただければ、転入先の窓口に行くだけで、住所異動

ができるようになるということは、始まる予定でございます。 

千 草 会 長 分かりました。ありがとうございます。 

それでは、田口委員の質問の２点目に進めさせていただきます。２点目につい

て回答をお願いします。 

山 本 主 任 ２点目のご質問の回答をさせていただきます。まず、このシステムのサーバー
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室については、市役所庁舎内のものではなく、委託先業者が管理するデータセ

ンターが保有するものになります。 

こちらのデータセンターの管理体制につきましては、概要シートの【委託先にお

ける対策】の【物理的対策】に記載しているサーバー室の生態認証による入室管

理や監視カメラの設置のほか、２人以上同時の入室を防ぐ共連れ防止装置やガ

ードマン、２４時間３６５日体制でオペレーター常駐で稼働する監視ルームが設置

することで、本システムに関与していない人物のデータへのアクセスを困難にし、

サーバー室からの不正な情報の持ち出しを防止する体制が構築されていることを

確認しております。 

続きまして、【人的対策】における誓約書の提出については、委託契約におい

て、当市から業務従事者に対して提出を求めているもので、遵守すべき事項を従

事者に周知した上で、損害賠償の発生の可能性を認識させることで、人為的な情

報漏えいを抑止する効果をもたらしていると考えております。 

加えて、【技術的対策】については、使用する端末にデータが残らない仕組み

によって、悪意のある人間による端末からのデータの持ち出しや、端末そのもの

の盗難による情報漏えいのリスクを低減できると考えております。 

田 口 委 員 ありがとうございました。 

状況については分かりました。尼崎市の事件のように市役所の中でシステムが

集約されて運用されているのではなく、届出書や申請書等に係る電子データが

委託先のサーバー室で保管されるということで、市民のデータが全てそのサーバ

ー室に保存されるのではなく、異動等の受付支援システムに係るデータが委託先

に行くということですね。尼崎市では全ての市民のデータがＵＳＢメモリーにコピー

されて、そのまま持ち出されたということですが、今回のシステム導入では、基本

的に委託先には限られたデータのみが移され、そこで運用されるということです

ね。そうすると、委託先で管理されるデータが外に持ち出されたりしないようにとい

うのは、基本的に、監視カメラで入退室のチェック・監視を行っているので、サー

バー室でＵＳＢなどを使ってデータを移すようなことはできないシステムになってい

るということですね。サーバー室の外で作業をするときには端末にはデータは保

存されないので盗みようがないというご趣旨でよろしいでしょうか。 

山 本 主 任 はい、その通りです。 

田 口 委 員 尼崎市の例で考えるとリスキーな仕組みになりかねないのではと思ったのです

が、新システム導入に伴うデータの管理がご説明のように実施されるので、リスク

対策としては十分に講じられるということですね。 

そのようなご説明を踏まえて、今回の諮問に対してどう考えるかということです

が、今回の住民異動の受付支援システムは、基本的に住民の利便性を向上させ

るものと考えられますが、他方、利便性を高めるがゆえに、住民の個人情報がリス
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クにさらされるというようなことは決してあってはいけないわけで、そのリスク対策

が、十分に効果的で実効性のあるものになっているかどうかが、議論のポイントに

なるかと思います。その点については、市役所自らはもちろん、委託先や再委託

先での運用が非常に重要になってくると思います。その委託先、再委託先なども

含めて確実かつ有効に、リスク対策が実施されることが何よりも重要だと思いま

す。そのような観点から今回のリスク対策をもう一度見てみると、所沢市は、従来

からリスク対策をしっかりやっていますし、懸念される委託先、再委託先について

も、物理的、人的、技術的の各側面から必要な対策はとられていると思われます

ので、必要なリスク対策を今後とも各側面から、確実かつ有効に実施していただき

たいと考えます。 

議 長 ２点目についてよろしいですか。 

田 口 委 員 はい、結構です。 

議 長 ほかに質問や意見はありますか。 

藤 本 委 員 今田口委員がおっしゃったことと関連しているのかもしれないですけど、ち

ょっと気になったのは、この審議会での我々に課せられるミッションがどんなな

のかといいますと、まさに今ご指摘の通り、この資料のリスク対策はこれで認め

るか、認めないかということだとしたら、私が一番不安なのは、決して情報セキ

ュリティやリスク管理の専門家というわけではないので、十分性が担保できて

いるかよく分からないです。 

その前段階として、細かいプロシージャー（手順）もよくわかっていなかった

です。だいぶご説明いただいたので、イメージは来る前と比べたらだいぶつか

めたと思いますが、そこで質問なのですが、当然こちらの「書かない窓口」とい

うのが調べたら、いろんな自治体でやっているというのは分かったのですが、

他の自治体がどれぐらいのリスク管理対策を相場観で決めておられるのでしょ

うか。それも下調べしてくればよかったのかもしれないですが、それができてい

ないものですから、その辺は大丈夫なのでしょうか。 

つまり、所沢市の審議会が、この件に関して他の地方自治体でもやってい

ることに対して、何かすごい抜けがあった場合、それは冒頭に申したように、責

任回避ではないのですが、このようなデータベースなど、ましてや情報が建物

を超えて物理的に飛び交ったり、持ち出したりなどというような、リスク管理のと

ころをきちんと分かっているわけでは必ずしもないので、そこの部分が飛び抜

けて、抜けがありそうということでなければ、この審議会としてはよろしいのでは

ないでしょうかというのは、個人的にはそう言わざるを得ないというところですの

で、その辺りは当然調査等々されているとは思うのですが、一言だけそれを担

保していただけるとありがたいです。保障するのではないという意味じゃない

ですし、横を見ながら、これぐらいは相場観として、必要十分性のとりわけ十分
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性ができているのではないかというように思って原案を出していただいている

のでしたら、それに関してはよろしいのではないでしょうかというのが個人的意

見です。 

議 長 質問に対し、実施機関から回答はありますか。 

佐 藤 主 査 我々が今導入しようとしている「住民異動受付支援システム」は、渋谷区と

富士フイルムの会社が共同開発に近い形で自治体の声を聞きながら作り上げ

たシステムだと伺っております。その後、今では５０自治体ぐらいで使われてい

るのですが、今のところそういった情報漏えいの事故というのは聞いたことがご

ざいませんというのが一つです。また、今紙で行っているものを、システムを使

うことによって手間を省くというのが前提なのですが、併せておっしゃる通り、

情報漏えいという、リスクが上がるようでありましたら、それは利便性のためにリ

スクが上がるということですと、本末転倒だと我々も思っております。その意味

でいきますと今やっている紙の運用と比べてどうかというところで、そこで差が

なければそれは今まで通りと同じ水準でかつ便利になるから絶対それは悪い

ことではないだろうとご判断いただけると思います。また、このシステムを見るこ

とができるのは庁内全ての所属ではなく、今までも異動届を市民課に出した

後に回っていただく所属だけに限定しておりますし、その中でも、実際にその

仕事をしている職員だけが利用できるように、当然制限をさせていただきま

す。 

異動届を市民課で提出して、市民課で出した紙を持って、次の所属に回っ

ていただいて、その情報を元に次の所属での手続が始まるのですが、今現在

の紙の運用であっても本籍や筆頭者のような次の所属ではまず使わないよう

な情報については、次の所属には共有はしておりません。それが今後、このシ

ステムを入れたときにも、この所属にはこの情報を見せる、この情報は見せな

いというような整理を当然しますので、そのような意味でも紙の運用と比べて情

報がより広く伝わるようになるという心配はなくなるのではないかと考えておりま

す。つまり、今の紙の運用から比べてより危険になるということはなくなるものと

考えております。 

藤 本 委 員 ありがとうございます。私も今のお答えで理解したつもりです。 

最後に質問ではなく、意見になりますが、私こちらを拝見して、従来やって

いたことと、このシステム取り入れる前と後で何が違うのかと思い、それよりもリ

スクが上がるのであればまずいので、ここで止めなければという話かなと思い

ましたが、今の説明の中でおっしゃっていただいた通りだと思いますので、個

人的にはよろしいのではないかと思います。ありがとうございます。 

議 長 ほかに質問や意見はありますか。 

松 本 委 員 直接中身に関わることではないのですが、先ほど渋谷区と富士フイルムで
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共同開発したという話がありましたが、委託契約は競争入札か随意契約のど

ちらで行ったのですか。 

佐 藤 主 査 今回の調達に関しては随意契約で行っております。 

随意契約ありきということではなく、安全でかつ、実績もあって混乱をきたさ

ずにできるという、我々が考えている仕様を満たすのは今回契約した会社しか

なかったというところです。 

松 本 委 員 先ほど説明申し上げましたが、他の自治体がどれくらい「住民異動受付支

援システム」を導入しているかは分かりませんが、導入率と競争的な考え方を

踏まえて総合的に判断すると思います。例えば競争入札で国ですと落札率と

いう予定価格に対して、入札額がオープンにならず、いくらの落札というのが

あるのですが、随意契約ですと、そのような発想というのはあるのですか。 

佐 藤 主 査 入札に比べるとやはり、競争原理が働きにくいというのは当然あるかとは思

っておりますし、我々も最初からここの会社しか、もう応札させないということあ

りきでやってきたわけではなく、いろいろな業者のシステムを可能な限り見てき

たのですが、我々がやろうとしていることだけではない機能も絶対ついてくる

業者や我々は今ここまではやろうとしてないという業者もあり、最終的に満たす

ところは本当にあくまで一社しかなかったというところです。他の自治体が求め

る機能というのがかなり違うとは思うのですが、この「住民異動受付支援システ

ム」というものに関しては、全国で各メーカーが全く同じようなシステムを作って

いるというよりは、かなり独自性の高いものになっておりまして、内容が同じ名

前であっても、業者によってやろうとしていることが全く異なります。具体的に

申し上げますとこの富士フイルムのシステムは、あくまで窓口にいらした人の

手続においてできるだけ書かないようにするというものです。 

松 本 委 員 私は結局契約方法として、いつまでも、随意契約でやるということで、リスク

対策がマンネリ化してしまわないかということが非常に心配です。リスク対策は

競争の中で、きちんと明確に保たれていくと思うのですが、富士フイルムとこれ

から何十年もお付き合いしていくというような発想をもしお持ちでしたら、そこ

は変えられたらいかがかなと思いました。 

議 長 実施機関から回答はありますか。 

佐 藤 主 査 おっしゃる通りです。我々もずっと随意契約でやっていくというつもりはなく、

今後住民票を管理するシステムを更新するタイミングやより機能強化をしてい

こうというときに、改めて他の業者を改めて精査して、そこで他の業者が仕様を

満たすのではないかということであれば、そこも随時入れていき、競争性を高

めていきたいと思います。 

松 本 委 員 分かりました。よろしくお願いいたします。 

千 草 会 長 市がいろいろと仕様を変更したいという方針となれば、当然業者も変わりう
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るということですか。 

佐 藤 主 査 その時にはやはり安全性も担保できているかというのも確認した上にはなり

ますが、その通りです。 

千 草 会 長 分かりました。そのときには、また新たなリスクチェックをやるということです

か。 

佐 藤 主 査 その通りです。 

議 長 ほかに質問や意見はありますか。 

田 口 委 員 新システムは、３月から導入と言っていましたが、市民の方への周知はどの

ようにされる予定なのでしょうか。今度新しくこのような形で、転入の場合は、転

出元の自治体から証明書を受け取ってくれば、あとは書かなくていいですよと

いう形で何か周知をするのか、まず窓口に来ることが前提なのであえてそのよ

うな周知を一般的にする必要ないということなのでしょうか。そのへんのご予定

をお聞かせください。 

佐 藤 主 査 まず昨年の９月議会で補正予算を組んでこの事業をやりますという提案をし

たのですが、議会事務局で「市議会だより」というのを発行しており、この案件

がご審議いただいて承認いただいた時点で今後「書かない窓口」を実現しま

すということでその「市議会だより」に事業の概要について載せさせていただい

たというのが一つです。この後、市の広報には、これからこのような仕組みを始

めますという記事を掲載させていただきます。当然市のホームページにも掲載

させていただきます。他のメディアというのは今検討しているところでございま

す。 

田 口 委 員 分かりました。市民の方が、戸惑わないようにやっていただければと思いま

す。 

議 長 その他に質問等はありますか。 

委 員 （質問等なし） 

議 長 他にないようですので、審議の結果、諮問内容を認めるとした答申を出すと

いうことでよろしいでしょうか。答申書の作成については、事務局に案を作成し

ていただき、各委員にて確認を行うこととしますが、事務局はそれでよろしいで

すか。 

田 中 所 長 はい。分かりました。 

議 長 審議のまとめに入る前に５分間の休憩を取りたいと思います。 

実施機関の職員は退席してください。 

市民課職員 （退室） 

 （休憩５分） 

議 長 それでは再開いたします。 

事務局は、答申の案を読み上げてください。 
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田 中 所 長 答申の文面について、確認させていただきます。 

「諮問第９３号答申 

本件諮問の対象は、住民異動受付支援システムの導入に伴って実施した

特定個人情報保護評価に係る住民基本台帳事務に関する全項目評価書の

所沢市情報公開・個人情報保護審議会による第三者点検となります。 

この全項目評価書の記載内容については、市民の個人情報保護の観点か

ら包括的かつ適切に評価がなされており、当市及び委託先における新システ

ムの導入や委託に対するリスク対策についても、物理的、人的、技術的の各

側面から必要な対策が講じられていることから、おおむね問題ありません。 

ただし、あくまでも自己評価であることを理解した上で、評価書に記載され

ている内容が十分に遵守されるように徹底することを求めます。 

併せて、一般に個人情報漏えい等の事故は、委託先などの対応からしばし

ば起こっていることを鑑み、委託先などに対し、安全管理措置の徹底を図るよ

う求めます。」 

以上でよろしいでしょうか。 

議 長 委員の皆様は、それでよろしいですか。 

委 員 （了承） 

 

 議事（２） 報告事項 

議 長 続きまして、議事（２）報告事項に移ります。報告事項３件について、事務局

から説明をお願いします。 

田 中 所 長 ⑴ 個人情報保護制度の見直しについて（資料No.２－１） 

まず、所沢市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてです

が、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、令和５年４月以降の地

方公共団体における個人情報の取扱い等は、民間事業者、国の行政機関等

と同様に一律に規制されるため、所沢市では、現行の条例を廃止し、手数料

等の必要な事項について新たに条例を制定する必要があることから、令和４

年所沢市議会第４回定例会に議案を提出し、この議案は令和４年１２月１５日

に議決されました。議決されました条例の条文は、資料 No.２－１①のとおりで

す。 

なお、当審議会への諮問においては、条例の名称を「所沢市個人情報保

護法施行条例（案）」として審議していただきましたが、他団体における議案提

出の状況を確認したところ、その多くが法律の名称である「個人情報の保護に

関する法律」を用いていることが判明し、改めて条例の名称について市民部

内で検討したところ、法律の名称を用いることとなりました。また、条例の内容

につきましては、諮問した時と議決された条例では特に変更点はございませ

ん。 

次に、本市のスケジュールですが、制度改正に向けたスケジュールは、資

料No.２－１②「本市における個人情報保護制度改正スケジュールのイメージ」
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のとおりです。今後は、令和５年４月１日の個人情報の保護に関する法律等の

施行に対応すべく、個人情報ファイル簿等の整備、職員への説明・研修（庁

内広報誌の活用等）、住民への周知等を行ってまいります。 

議 長 ただいまの説明について、委員の皆様から質問や意見はありますか。 

田 口 委 員 この資料の最後のページに今後のスケジュールが書いてあるのですが、下

のほうで、取扱適正化事業、住民等支援事業、苦情処理事業が新規事業とい

うことで、令和５年度から実施すると書かれているのですが、この３つの事業

は、どのような根拠規定に基づいて、どのような事業を行うことになるのか、教

えていただければと思います。 

田 中 所 長 まず、田口委員のご紹介のとおり、資料としては、本市における個人情報保

護制度改正のスケジュールのイメージということで、委員さんに配布させてい

ただいたところでございますが、ご質問のこの３つの事業についての根拠規定

ですが、『個人情報の保護に関する法律』の第１２条（地方公共団体の機関等

が保有する個人情報の保護）、第１３条（区域内の事業者等への支援）、第１４

条（苦情の処理のあっせん等）となります。 

次に事業の内容ですが、市民や職員からの所沢市の個人情報の取扱いに

関する相談や苦情等については、今までは、条例の解釈や運用の方法をまと

めた『個人情報保護事務の手引き』を用いて、各担当課及び条例の所管課で

ある市民相談課市政情報センターが対応してきました。 

令和５年４月以降は、法律についてのガイドラインや事務対応ガイドにより

対応することとなりますが、それらでも対応が難しい場合につきましては、個人

情報保護委員会に助言を求めることができるとなっておりますので、市政情報

センターにおいても対応が難しい場合は、個人情報保護委員会に助言を求

めたいと考えております。 

田 口 委 員 ありがとうございます。 

１点だけ、住民等支援事業の「支援」とはどういうことなのかイメージがつか

みにくい感じがします。「住民等」の「等」というのは、おそらく事業者ではない

かと思うのですが、対住民、対事業者の支援とはどういうことをするのでしょう

か。 

高 橋 参 事 個人情報保護委員会のホームページで確認したところにはなりますが、民

間事業者の個人情報の取扱いについて、何かその事業者においてトラブル

が生じた際ということになりますが、その消費者と事業者の間の苦情等につい

ての窓口は、各地方公共団体の消費生活相談のセクション、本市で言えば消

費生活センターが窓口となるという趣旨のご案内が、個人情報保護委員会の

ホームページにございます。民間事業者若しくはその事業者が経済活動等を

行う際に対する消費者、国民における苦情等が発生した場合は、現場は国と

いうわけではなく、各地で設置しております消費生活相談のセクションが窓口

となるというご案内を既に国からいただいているところでございます。 

田 中 所 長 実際にその事業について、国からは具体的に運用に係る通知は今のところ

届いておりません。元々事務対応ガイドやガイドラインの内容に基づいて、地
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方公共団体は適切にご判断くださいということでございますので、今後の検討

課題であると思います。 

田 口 委 員 ありがとうございます。 

議 長 その他に質問等はありますか。 

委 員 （質問等なし） 

 

議 長 それでは、残り２件の報告事項について、事務局から説明をお願いします。 

木野田主事 ⑵ 公文書公開請求に対する存否応答拒否事案の発生について（資料 No.2

－２） 

 存否応答拒否をする場合は、公文書公開請求に対する応答の例外である

ため、必要にして十分な拒否理由の提示をするとともに、所沢市情報公開・個

人情報保護審議会に事後報告する運用としています。 

詳細は、資料のとおりとなります。 

 本報告につきまして、本日欠席の近藤委員から事前に質問をいただいてお

ります。事務局で補足の説明を行う予定の部分でしたので、近藤委員の質問

に対する回答を補足説明に代えてお答えさせていただきます。 

 １つ目、『公開請求の件名には、「差押調書謄本」「公示送達」が記載されて

いますが、決定通知に提示された存否応答拒否の理由にはそれらが記載さ

れていません。この２通の書面については、開示がされたという理解で良いで

しょうか。 

これらの書面には、財産状況に関する記載はなされないという理解で良い

でしょうか。』とのことです。 

こちらにつきましては、「差押調書謄本」については、「非公開決定」を行っ

ております。 

公開請求の件名（内容）の「差押調書謄本」は、令和４年１１月２２日付け所

沢市告示第５６３号にて告示した公示送達書において、送達すべき書類の名

称として差押調書（謄本）が記載されております。 

告示は、行政機関が法令、条例などの規定又は権限に基づいて行政処分

し、又は決定した事項その他広く一般に公示する行為又はその形式となりま

す。 

当市は、市役所前の掲示場のほか、各まちづくりセンター前の掲示場に掲

示して告示を行っております。 

このことから、請求内容に記載の「差押調書謄本」は、公に公文書の存在自

体が明らかになっていることから、非公開決定を行ったものです。 

「公示送達」につきましては、市政情報センターにて、閲覧できる資料として

現在配架されていることから公開されております。このことから所沢市情報公
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開条例第１８条第３項の規定により、当該条例の適用除外となる旨を決定通知

書内の一部に記載をいたしました。 

2つ目、『決定通知に提示された存否応答拒否の理由には、情報公開条例

第７条２号本文に該当することは記載がされています。もっとも、７条２号本文

には例外があり、これに該当するときは公開をしなければなりません。そのた

め、今回の報告にあたっては、７条２号ただし書についても検討したけれども、

この例外にも該当しないと判断したという判断過程も記載した方が良いと思い

ます。』とのことです。 

こちらにつきましては、本事案については、第７条第２号ただし書について

も該当しないことから、公文書が仮に存在する場合は第７条第２号に該当する

ものとなります。 

⑶ 個人情報取扱事務届出書等の届出状況（資料No.２－３） 

令和４年４月１日から令和４年９月３０日までの期間に、個人情報取扱事務

届出書は２２件、個人情報目的外利用等届出書は１２件の提出がありました。

詳細は資料のとおりとなります。 

議 長  ただいまの説明について、委員の皆様から質問や意見はありますか。 

田 口 委 員 議事⑴の関連にもなりますが、資料 No.２－３で、基本的に個人情報の目的

外利用とか外部提供は原則禁止とされ、その例外に当たるのは、法令等に定

めがあるときや本人の同意があるときなどです。その例外に該当するものとし

て目的外利用等を行う場合は、届出書を提出するということだと思います。そ

れに該当するものが資料 No.２－３のように一覧で当審議会にも報告されると

いうことですので、そういう形で制度化され、市民の方々も閲覧できる形で運

用されているということでよろしいでしょうか。 

田 中 所 長 その通りです。 

議 長 その他に何かございますか。 

松 本 委 員 直接は関係ないかもしれませんが、報告事項の公文書公開請求に対する

存否応答拒否事案の発生についてですが、この結果に対し不服がある場合

もあると思いますが、請求者からアクションなどはあったのですか。 

高 橋 参 事 現在においては、特にございません。こちらについては、不利益処分の一

つでございますので、何日以内に不服があればという形で、行政手続の教示

もしております。教示に記載している審査請求をすることができる期間というの

は、３か月間ですので、まだ審査請求をする権利は日数的には残っておりま

すが、電話や苦情等でこちらに何かを伝えるようなことというような問合せは来

ておりません。 

田 中 所 長 また、本事案の決定した収税課に対しても特に問合せは来ておりません。 

議 長 その他に何かございますか。 
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田 中 所 長 先程の報告(1)個人情報保護制度の見直しについての補足になりますが、

今回の１２月議会の内容については、２月１５日に「市議会だより」が発行され

る予定でございます。その中に審議の概要などが掲載されますので、ご覧い

ただければと思います。また広報につきましても広報やホームページ等での

広報の周知を考えております。 

田 口 委 員 １２月議会での主な議論はどのようなものだったのでしょうか。 

田 中 所 長 実際の議論としましては、「市議会だより」に審議の概要が掲載されると思わ

れますので、そちらをご覧いただければと思います。また、常任委員会につい

ては、ホームページ等で、会議録が載っておりますのでそちらをご覧いただけ

ればと思います。 

田 口 委 員 分かりました。 

議 長 その他に何かございますか。 

委 員 （質問等なし） 

 

 議事（３） その他 

議 長 それでは議事（３）その他に移ります。何かございますか。 

田 中 所 長 （次回の開催は未定であるが、新たな事案が発生した場合は日程調整を行

うことを報告） 

議 長 委員の皆様からは何かございますか。 

特に無いようですので、本日の審議を終了いたします。 

以後の進行を事務局へお返しいたします。 

高 橋 参 事 ・会議の閉会を宣言 

以上 


